
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１２０１２０１２０１２２２２年年年年    １１１１月２２日・２月２２日・２月２２日・２月２２日・２８８８８日・２９日日・２９日日・２９日日・２９日・２月４日・２月４日・２月４日・２月４日    

２月５日・１２日２月５日・１２日２月５日・１２日２月５日・１２日（予備日２月１（予備日２月１（予備日２月１（予備日２月１９９９９日）日）日）日）    

    

    

    

    

主主主主    催催催催            墨田区墨田区墨田区墨田区    

墨田区体育協会墨田区体育協会墨田区体育協会墨田区体育協会    

主主主主    管管管管            墨田区サッカー協会墨田区サッカー協会墨田区サッカー協会墨田区サッカー協会    

墨田区中体連サッカー部墨田区中体連サッカー部墨田区中体連サッカー部墨田区中体連サッカー部    

後後後後    援援援援            毎日新聞社毎日新聞社毎日新聞社毎日新聞社    

スポーツニッポン新聞社スポーツニッポン新聞社スポーツニッポン新聞社スポーツニッポン新聞社    

協協協協    賛賛賛賛        （株）モルテン（株）モルテン（株）モルテン（株）モルテン    

第６４回墨田区民体育祭 

兼 

第５０回墨田区中学生サッカー大会 



 

 

 

 

 

 

                                                          (敬称略) 

大 会 会 長    山 﨑    昇（墨田区長） 

大 会 委 員 長    早 川  恵 三（墨田区サッカー協会会長） 

大会運営委員長    清 水  裕 三（墨田区サッカー協会理事長） 

大会競技委員    大 門  司 郎（墨田区サッカー協会中学部長） 

 番 場  良 知（墨田区中体連サッカー部専門委員） 

 矢 島  弘 士（墨田区中体連サッカー部専門委員） 

審 判 部    芦 埜    茂（墨田区サッカー協会審判委員長） 

競 技 役 員   佐 藤  洋 志（すみだＳＣ） 原      徹（両国ＦＣ） 

今 井    麦（両国ＦＣ）  金 澤  孝 之（墨 田 中） 

 吉 田  勝 彦（錦 糸 中）  阿 部  祐 太（錦 糸 中） 

 姜    承 基（朝鮮第五中） 日 高  芳 男（本 所 中） 

 大 西  洋 平（安田学園中） 大 野  一 樹（安田学園中） 

加 藤  秀一朗（日大一中）  馬 籠    出（寺 島 中） 

榎 本  秀 治（Ｎ Ｓ Ｃ）  山 本  崇 雄（両国附属中） 

杉 本    豊（両国附属中） 

大大大大    会会会会    役役役役    員員員員    



『第６4回墨田区民体育祭』 

兼 

『第５０回墨田区中学生サッカー大会』 

実実実実        施施施施        要要要要        綱綱綱綱    

Ⅰ．趣 旨  中学生サッカーの発展と育成をめざし、サッカーのレベルの向上に努めるとともに、 

各チームの交流を図る。 

Ⅱ．主 催 墨田区・墨田区体育協会 

Ⅲ．主 管 墨田区サッカー協会・墨田区中学体育連盟サッカー部 

Ⅳ．後 援 毎日新聞社・スポーツニッポン新聞社 

Ⅴ．協 賛 （株）モルテン 

Ⅵ．大会日程 ２０１２年 １月２２日(日)、２８日(土)、２９日(日)、２月４日（土）、５日(日) 

２月１２日(日)、予備日２月１９日(日) 

※組み合わせ等、詳細については右ページ参照 

Ⅶ．会 場 鐘淵球技場 

Ⅷ．参加資格 墨田区内在住・在学および協会登録の中学生 

Ⅸ．競技規定 ①出場チームは試合前に指定のメンバー表を２部提出すること。 

②大会はトーナメント方式で行う。ただし、準決勝以上に勝ち上がったチームが 

大会に参加できなくなった場合には、大会競技委員により大会方式を決定する。 

③試合時間は準決勝までは５０分（２５分×２）とし、準決勝以降は６０分 

（３０分×２）とする。同点の場合には PK戦により勝者を決定する。 

ただし、決勝戦のみ６０分を終了しても同点の場合は２０分（１０分×２）の 

延長戦を行い、それでも勝敗が決まらない場合は、PK戦で勝者を決定する。 

④選手登録は３０名。交代は随時９名。 

⑤『退場』処分を受けた選手および『警告』の累積が２回になった選手は、今大会に

おいて次の試合以降は出場できない。 

⑥審判および本部は原則として顧問等が行う。（副審については選手でも可とする） 

⑦試合球は５号ボール（検定球）を使用する。（原則として両チームが１つずつ 

提出し、主審が選択する） 

⑧その他は、日本サッカー協会競技規則に準ずる。 

Ⅹ．表 彰 １  位 ： 賞状・盾・優勝カップ（持ち回り）・メダル 

２・３位 ： 賞状・盾・メダル 

４  位 ： 盾 

ⅩⅠ．その他  ①服装は、原則としてユニホームを着用する。体操着の場合は必ずゼッケンまたは 

ビブスをつける。（チャック等のついたジャージは不可とする） 

②万一の事故に対し応急処置はするが、責任は負わない。 

③参加費は各チーム５，０００円とする。ただし、同一チームから２チーム以上 

参加する場合は２チーム目以降の参加費は３，０００円とする。 

④同一チームから複数チームが参加する場合は A チームが最上位学年を主体とした

チームとし、Bチーム以降は最上位学年以外を主体としたチームとする。 

⑤選手の自転車、ビン・缶類の持ち込みは禁止する。 

※クラブチームの自転車利用については、チームに一任する。 

⑥日程の都合上、雨天の場合でも会場に集合する。 

※雨がひどく、明らかに中止と思われる場合には、代表がフィールドハウス 

（℡０３－３６１４－８６３３ ＊午前８時以降に）または墨田区サッカー 

協会中学部長 大門氏（℡０９０－８１０３－９５５７）へ連絡し確認する。 

⑦フィールドハウスに入る時には、必ずスパイクを脱ぐ。 

⑧会場準備は第一試合の両チーム、片付けは最終試合の両チームが行う。 


